
平成２１年度

新事業活動促進支援補助金

【新連携支援事業（連携体構築支援事業）】

【 公 募 要 領 】

【受付期間】

○連携体構築支援事業

平成２１年６月１５日(月)～７月１７日（金）

※公募期間は、上記期間内において各経済産業局（内閣府沖縄総合事務局を

含む。以下同じ）が定めた期間となります。

※郵送の場合は、受付最終日の１７：００までに必着のこと。

※事前相談等は、各経済産業局にて随時受け付けます｡

【受付先及び問い合わせ先】

各経済産業局

※詳細は、Ｐ.１１を参照してください。

※本公募要領は、中小企業庁ホームページ（http://www.chusho.meti.go.jp）

からダウンロードできます。

平成２１年６月

中 小 企 業 庁
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Ⅰ 新連携支援事業（連携体構築支援事業）について

１．制度の目的

本制度は、その行う事業の分野を異にする２以上の中小企業者が有機的に連携し、

その経営資源（設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用され

る資源をいう。以下同じ。）を有効に組み合わせて、新商品の開発又は生産、新役務

の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式

の導入その他の新たな事業活動を行うために必要な体制（連携体）を構築するための

事業に要する経費（生産を行うための直接的な経費等、営利活動に繋がる経費は除き

ます。）の一部を補助することにより、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、も

って国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

２．補助対象者

中小企業新事業活動促進法第２条第１項に規定する中小企業者であって、連携体を構

築する上で中心となる者（以下「代表者」という。）になります。同法第２条第１項に

規定する中小企業者とは、以下の者をいいます。

（１）下表に示す資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準に該当する者

主 た る 事 業 を

営んでいる業種

資本金基準

資本金の額又は出資の総額

従 業 員 基 準

常時使用する従業員の数

製造業、建設業、運輸業そ

の他の業種（下記以外） ３億円以下 ３００人以下

ゴム製品製造業（自動車又

は航空機用タイヤ及びチュ

ーブ製造業並びに工業用ベ

ルト製造業を除く。）

３億円以下 ９００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

サービス業（下記以外） ５千万円以下 １００人以下

ソフトウェア業又は情

報処理サービス業

３億円以下 ３００人以下

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下

小売業 ５千万円以下 ５０人以下

（注）常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みま

せん。
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（２）下表に示す組合及び連合会

組合及び連合会 中小企業者となる要件

企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小

組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同

組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業

協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工

業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、

商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商

店街振興組合連合会、消費生活協同組合、消費生

活協同組合連合会

特になし

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛

生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、

酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒

販組合中央会

直接又は間接の構成員の２

／３以上が①に示す基準に

該当する中小企業者である

こと

ただし、以下のいずれかに該当する中小企業者（以下「みなし大企業」という。）

は、補助事業者から除きます。

①発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業(注)が所有

している中小企業者。

②発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中

小企業者。

③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中

小企業者。

（注）大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者を

いいます。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないもの

とします。

○中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社

○投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
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３．補助対象事業

事業分野を異にする、専門知識や高度な技術を有している２以上の中小企業者が、

具体的事業化を図るために自己の優れた経営資源を持ち寄り、連携体を構築する事業

が支援対象になります。

ただし、当該事業により構築する連携体は、次の要件を満たした者に限ります。

【連携体の形式要件】

○中小企業者が中心となって行う協力関係であり、自己の優れた経営資源を持ち寄

る２以上の中小企業者で構成され、かつ事業に参加する営利企業のうち、企業数

又は事業費等で勘案した実質的な事業に対する貢献度合いで中小企業の占める割

合が半数を超えること。

○中小企業者、個人、大学、研究機関、ＮＰＯ、組合、任意グループ、大企業等の

うち、必要な者で構成されていること。

○相互に経営資源を持ち寄る協力関係であり、特定の者だけが有益とならないこと。

○大企業との連携に当たっては、主に中小企業者に有益となるような連携であるこ

と。（大企業には大企業の子会社も含むものとする。）

○大企業とその子会社（グループ企業も含む。）のみによる連携でないこと。

（注）補助事業者が行う事業に限らず、他の連携参加者が行う事業についても補助対

象とすることができます。ただし、補助金の交付を受ける者は代表者であるため、

補助事業者が支出する経費についてのみとなります。

【例】  
連携体構築のための会議を行う場合、会議出席のための別紙１－２記載者Ｂの旅

費（交通費）について、補助事業者Ａが旅費規程及び旅費管理簿等により旅費管理

を行い支出する場合に、補助対象とすることができます。

［事業内容］

イ．連携予備企業の開拓

ロ．連携体の構築

ハ．マーケティング調査

［事業のスキーム］

⑨補助金の支払

⑥補助事業実施・報告

①公募

②計画書提出

③採択

連携事業の中心と

なり連携体を代表

する中小企業者

評価委員会

国

（経済産業局）

④交付申請

⑤交付決定

⑦確定検査（補助金の額の  
確定）

⑧補助金の請求

（連携体構築に向けての事業の実施）  
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４．補助対象経費

補助事業を行うに当たり特別会計等の区分経理を行ってください。補助対象経費は本

事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる

もののみになります。

（１）謝金

○連携体を構築する際に、代表者が委員会を開催し、出席した委員に対して支払わ

れる経費

（注）連携参加者を連携体構築委員として支出の対象とすることはできません。

○事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家に謝礼として支払

われる経費

（注）連携参加者を専門家として支出の対象にすることはできません。

（２）旅費

事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため及び会議や打ち合わせ等に参加す

るための旅費として、委嘱した委員若しくは依頼した専門家に支払われる経費又は代

表者若しくは連携参加者に支払われる経費

（注）グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象外となり

ます。

（３）事業費

①会議費

事業遂行に必要な情報、意見等の交換や検討を行うための会議を開催する場合のお

茶代として支払われる経費

②会場借料

事業遂行に必要な情報、意見等の交換や検討を行うための会議を開催する場合の会

場費として支払われる経費

③消耗品費

事業遂行に必要な消耗品を購入するために支払われる経費

（注）取得価格（消費税込み）が単価１０万円未満のものとします。

④印刷製本費

事業遂行に必要な資料や印刷物作成を行うために支払われる経費

⑤資料購入費

事業遂行に必要な図書・資料等を購入するために支払われる経費

（注）取得価格（消費税込み）が単価１０万円未満のものとします。
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⑥通信運搬費

事業遂行に必要な物品の運搬、郵送料等として支払われる経費

⑦広報費

連携体を構築するにあたり、連携者の募集及び連携事業のＰＲのために行うパンフ

レット・ポスター等の作成及び広報媒体等を活用するために支払われる経費

⑧コンサルタント費

事業遂行に必要なコンサルタント会社等を活用するために支払われる経費

⑨マーケティング調査費

連携事業を市場化する上で必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費及び調査

員等を雇うために支払われる経費

⑩連携構築費

イ．連携に必要なシステム構築費

連携体を構築する上で必要な情報システム等を構築するためのソフトウェア開

発委託費、ソフトウェア購入費として支払われる経費

ロ．契約締結費

連携事業を行う上で必要な収益配分・秘密保持等の内容の契約書、連携体参加

企業に共通な工程管理マニュアル等を作成するために支払われる経費

⑪雑役務費

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者（パート、ア

ルバイト）の賃金、交通費として支払われる経費

（４）その他の経費

（１）から（３）以外で、所轄の経済産業局長が特に必要と認める経費

（注）原則、上記に掲げる経費が補助対象経費となります。
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補 助 対 象 経 費 一 覧 表

事 業 区 分
補 助 対 象 経 費

経費区分 内 容

連
携
体
構
築
支
援
事
業

謝 金 謝金

旅 費 旅費

事 業 費 会議費、会場借料、消耗品費、印刷製本費、資料購入

費、通信運搬費、広報費、コンサルタント費、マーケテ

ィング調査費、連携構築費（連携に必要なシステム構築

費、契約締結費）、雑役務費

その他の経費 上記に掲げるもののほか、所轄の経済産業局長が特に必

要と認める経費
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５．補助率等

○補助率は、補助対象経費の３分の２以内です。

○補助限度額は、１件あたり５００万円です。（ただし、下限は１００万円。）

６．応募手続き等の概要

（１）応募受付先及び問い合わせ先

補助事業者の主たる事業所の所在地を所轄する各経済産業局(Ｐ.１８参照）。

（２）受付期間

平成２１年６月１５日(月)～平成２１年７月１７日（金）

※公募期間については、経済産業局ごとに異なります。上記受付期間のうち、各

経済産業局が別に定める期日までに提出して下さい。

（注）郵送の場合は、受付最終日の１７：００までに必着するよう提出してください。

（３）提出書類

表１で定める提出書類(Ｐ.８参照)を、各経済産業局担当課あて提出してください。

なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、提出書

類等の返却は致しません。郵送での提出の場合は、封筒に赤字で「新連携支援事業計

画書在中」と記入してください。（申請書送付先はＰ．１１参照。）

（４）都道府県への意見照会

新事業活動促進支援補助金（新連携支援事業）実施要領（平成17･06･08財中第２

号）第５の２に基づき、代表者の主たる事務所が属する都道府県に対して表１で定め

る提出書類の写しを送付し、意見照会を行います。

（５）評価

提出書類等について表２で定める評価内容（Ｐ.８参照）に基づき、外部委員を含

む評価委員会で評価を行います。

（６）通知

評価結果（採択又は不採択）について、後日、各経済産業局から代表者あて通知し

ます。その結果、採択となった方は、別途、新事業活動促進支援補助金（新連携支援

事業）に係る交付要綱に基づき、補助金の交付に係る申請手続きを行っていただきま

す。

（７）公表

原則として、採択となった場合には、補助事業者名、連携参加者名、事業テーマ、

事業概要、住所、業種を公表します。

（８）その他

①同一企業が類似内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業と併願している場合等

には、採択時に調整する可能性があります。
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②採択された場合であっても、予算の都合により補助金額が減額される場合がありま

す。  

表１：提出書類

提 出 書 類

（１）新事業活動促進支援補助金（新連携支援事業）計画書（様式第１）  
（２）補助事業計画書（別紙１）（Ｐ.１３）

（３）経費明細表（別紙２）（Ｐ.１５）

（４）株主等一覧表（別紙３）（Ｐ.１７）

※（４）については、連携参加者のうち全中小企業者分を添付してください。

（５）経営状況表（別紙４）（Ｐ.１８）

（６）過去２年間の貸借対照表、損益計算書

（７）会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット

※事業活動の確認のため、必要に応じて法人登記簿謄本等の提出を求める場合があ

ります。

【提出部数】

合計 ３部（正１部、写し２部）  

【注意事項】

（１）Ｐ.１９～の記入要領を参考に記入してください。

（２）添付資料は必要なものに限ってください。

（３）貸借対照表等の財務諸表作成が困難な場合は、事前に相談してください。

（４）用紙サイズは原則としてＡ４で統一し、左側に縦２穴で穴を開け、左上１箇所で

クリップ止め（ホッチキス止め不可）してください。

表２：評価内容

評 価 内 容

（１）連携体の形式要件

（２）実施の確実性

（３）事業の妥当性

（４）成果の活用性
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７．補助事業期間

補助事業期間は、交付決定日から平成２２年３月３１日までとなります。交付決定

日以前に行った事業については、補助対象となりません。

８．補助事業者の義務

本制度の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。

① 交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合

又は補助事業を中止し若しくは廃止若しくは他に承継させようとする場合は、事前に

承認を得なければなりません。

② 交付決定日から起算して３ヶ月を経過した日（以下「遂行状況確認日」という。）

までの補助事業の遂行状況について遂行状況報告書を作成し、遂行状況確認日から３

０日以内に所轄の経済産業局長に提出しなければなりません。また、所轄の経済産業

局長が補助事業の実施状況の報告を求めたときも、遂行状況報告書を提出しなければ

なりません。

③ 補助事業を完了したとき又は中止並びに廃止の承認を受けたときは、その日から起

算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに実績報告

書を提出しなければなりません。

④ 補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産については、補助事

業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果

的運用を図らなければなりません。（他の用途への使用はできません。）

経済産業大臣が別に定める期間以前に当該財産を処分等する必要があるときは、事

前にその承認を受けなければなりません。（補助対象物件を販売又は処分若しくは目

的外使用する場合は、財産処分の承認を要します。）

また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は国に納付(納付額は当該

処分財産に係る補助金額が限度です。)しなければなりません。

⑤ 交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（注）を減額して

申請しなければなりません。

ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについ

ては、そのまま申請してください。

なお、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、各経済産業局長に速やかに報

告し、指示に従わなければなりません。

（注）消費税等仕入控除税額とは：

補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、補助事

業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなる

ため、この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び

地方消費税相当額については、原則として予め補助対象経費から減額しておくこと

としています。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」とい

います。

⑥ 補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交

付年度終了後５年間保存しなければなりません。



- 10 - 
 

９．その他

① 補助金の支払いについては、通常は翌年度４月１０日までに実績報告書の提出を

受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。特に必要と認められる場合、年度

の途中での事業の進捗状況を確認し、代金の支払いが済んでいることを確認した上

で、当該部分に係る補助金が支払われる（概算払い）場合もあります。なお、補助

金は経理上、支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであり、法

人税等の課税対象となります。

② 補助事業の進捗状況確認のため、各経済産業局が実地検査に入ることがあります。

③ 原則として、補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の

確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。

④ 補助事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。

⑤ 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法

律第１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告な

ど）をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことが

あります。
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Ⅱ 受付先及び問い合わせ先

名称及び担当課 所在地及び連絡先電話番号 所轄する都道府県名

北海道経済産業局

産業部

中小企業課

新事業促進室

〒060 - 0 8 0 8

札幌市北区北８条西２丁目

札幌第１合同庁舎

TEL: 011-756-6718

北海道

東北経済産業局

産業部

中小企業課

新事業促進チーム

〒980-8403

仙台市青葉区本町3-3-1

仙台第１合同庁舎

TEL: 022-221-4923

青森県・岩手県・宮城県

秋田県・山形県・福島県

関東経済産業局

地域経済部

新規事業課

〒330-9715

さいたま市中央区新都心1-1

さいたま新都心合同庁舎１号

館

TEL: 048-600-0394

茨城県・栃木県・群馬県

埼玉県・千葉県・東京都

神奈川県・新潟県・長野県

山梨県・静岡県

中部経済産業局

産業部

経営支援課

〒460-8510

名古屋市中区三の丸2-5-2

TEL: 052-951-0521

愛知県・岐阜県・三重県

富山県・石川県

近畿経済産業局

産業部

創業・経営支援課

〒540-8535

大阪市中央区大手前1-5-44

大阪合同庁舎１号館

TEL: 06-6966-6054

福井県・滋賀県・京都府

大阪府・兵庫県・奈良県

和歌山県

中国経済産業局

産業部

中小企業課

〒730-8531

広島市中区上八丁堀6-30

広島合同庁舎２号館

TEL: 082-224-5658

鳥取県・島根県・岡山県

広島県・山口県

四国経済産業局

産業部

中小企業課

〒760-8512

高松市サンポート3- 3 3

高 松 サ ン ポ ー ト 合 同 庁 舎 ７

階

TEL: 087-811-8562

徳島県・香川県・愛媛県

高知県

九州経済産業局

産業部

中小企業経営支援室

〒812-8546

福岡市博多区博多駅東2-11-1

福岡合同庁舎

TEL: 092-482-5508

福岡県・佐賀県・長崎県

熊本県・大分県・宮崎県

鹿児島県

内閣府沖縄 総合事 務

局

経済産業部

中小企業課

〒900-0006

那覇市おもろまち2-1-1

TEL: 098-866-1755

沖縄県
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Ⅲ 計画書の様式

様式第１

平成 年 月 日

○○経済産業局長 殿

住 所（郵便番号、本社所在地）

氏 名（名称及び代表者の氏名）印

平成２１年度新事業活動促進支援補助金（新連携支援事業）計画書

（連携体構築支援事業）

新事業活動促進支援補助金（新連携支援事業）の交付を受けたいので、下記の書類を添えて提

出します。

記

１．補助事業計画書（別紙１のとおり）

２．経費明細表（別紙２のとおり）

３．株主等一覧表（別紙３のとおり）

４．経営状況表（別紙４のとおり）

５．過去２年間の貸借対照表、損益計算書

６．会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット
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別紙１

補 助 事 業 計 画 書

（事業区分：連携体構築支援事業）

１．補助事業者の概要

名 称： 

代表者名及び役職名：

住 所： 

電話番号：

FAX番号：

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

連絡者名及び役職名：

資本金

出資金
千円 従業員 人

業種

（形態）

設立年月日
年 月 日

直近２年間分の財務データ（売上高、経常利益、自己資本）

売上高（千円） 経常利益（千円） 自己資本（千円）

年度

年度

２．補助金の交付を受けた実績（過去５年間の実績）及び本実施テーマに関わる内容で当該年度の他の補

助金への申請（予定を含む）状況

３．実施テーマ

４．新連携事業の概要（連携して行う事業の概要を記載）

（１）新事業活動の内容

（２）市場ニーズ

（３）市場規模

（４）競合する事業者、事業分野等との比較・相違点

（５）需要の開拓の規模

（６）事業概略図（ⅰ名称、ⅱ持ち寄る能力・技術等、ⅲ連携体での役割を構成図で記載）
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５．連携参加者

中小企業者（申請者を含む。）

①名称、②住所、③代表者名 ④資本金、⑤従業員数、⑥業種、⑦持ち寄る能力・技術等

、⑧連携体での役割

１

２

３

４

５

連携参加者のうち大企業者・協力者

①名称、②住所、③代表者名 ④資本金、⑤従業員数、⑥業種、⑦持ち寄る能力・技術等

、⑧連携体での役割

１

２

３

（注）大企業者とは、本事業を共同で行う中小企業者以外の事業者。

協力者とは、本事業の実施に協力する大学その他の研究機関、独立行政法人、特定非営利活動法人

（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人をい

う。）及びその他の者。 

６．具体的事業内容（連携体構築支援事業として行う具体的事業内容を記載）

７．事業の必要性（連携事業を実施するにあたり、当該補助金の必要性を記載）

８．当該年度事業実施スケジュール（実施内容及び実施時期を記載）

９．連携事業についてのこれまでの取り組み（本補助事業に申請するまでの経緯等を記載）
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別紙２

経 費 明 細 表

①経費配分内訳

（単位：円） 

事業

区分

経費

区分

補助事業に

要する経費

補助対象経費 補助金交付

申請額

積算基礎

合 計

（注１）「事業区分」とは、連携体構築支援事業をいう。

（注２）「経費区分」とは、謝金、旅費、事業費、その他の経費をいう。

（注３）「補助事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するに必要な経費をいう。

（注４）「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうちで、補助対象となる経費をいう。

（注５）「補助金交付申請額」とは、「補助対象経費」のうちで補助金の交付を希望する額で、その限度は、

「補助対象経費」に補助率を乗じた額になる。

（注６）積算基礎は、必要に応じて内容が分かる書面を添付するなど詳細に記入すること。
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②資金調達内訳

区 分 補 助事業 に要す る経費 ( 円 ) 資 金の調 達先

自 己 資 金

借 入 金

補 助 金

そ の 他

合 計 額

③補助金相当額の手当方法

区 分 補助金相当額（円） 資金の調達先

自 己 資 金

借 入 金

そ の 他

合 計 額

（注）補助金の支払は、原則として補助事業終了後の精算払いとなるため、補助事業実施期間中、補助金

相当分の資金を確保する必要がある。

④補助事業の経理担当者の役職名・氏名
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別紙３

株 主 等 一 覧 表

（平成 年 月 日現在）

会社名

（株 主 等）  

株主名

出資者名

住 所 持株数

出資価額

比 率 備 考

総株数（総出資価額）：

（注１）株主、出資者が法人の場合は、備考欄にその法人の資本金又は出資金（千円）及び従業員数を記入

すること。

（注２）比率は、小数点第２位を四捨五入して小数点第１位まで記入すること。

（役  員）  

役 職 名 氏 名 住 所 備 考

（注）他社の役員又は職員を兼務している場合は、備考欄にその会社名、資本金又は出資金（千円）、従業

員数及びその会社での役職名を記入すること。
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別紙４

経 営 状 況 表

会社名

（ 単位： 千円）

期 別

項 目

第 期

年 月 日から

年 月 日

第 期

年 月 日から

年 月 日

売 上 高 Ａ

経 常 利 益 Ｂ

総 資 本 Ｃ

自 己 資 本 Ｄ

流 動 資 産 Ｅ

流 動 負 債 Ｆ

総 資 本 経 常 利 益 率

Ｂ／ Ｃ×１ ００

売 上 高 経 常 利 益 率

Ｂ／ Ａ×１ ００

自 己 資 本 比 率

Ｄ／ Ｃ×１ ００

流 動 比 率

Ｅ／ Ｆ×１ ００

（注１）本資料は、過去２期又は３期（決算期間が１年であるときは２期、半年であるときは３期）の財務

諸表により作成すること。

（注２）金額は、百円の位を四捨五入して千円単位で記入すること。率は、小数点第２位を四捨五入して小

数点第１位まで記入すること。

（注３）貸借対照表、損益計算書を添付すること。

（注４）現在事業を営んでいない、設立間もない等の理由により上記の貸借対照表等財務諸表作成が困難な

場合は、事前に各経済産業局に相談すること。
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Ⅳ 記入要領
様式第１

平成 年 月 日

※提出する年月日を記入します。

○○経済産業局長 殿

（沖縄県の場合は、「内閣府沖縄総合事務局長 殿」）

※補助事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等の名称を記入します。

住 所 〒１００－８１１３

東京都千代田区○○○１－３－３

氏 名 ○○○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 代表者印

※個人事業主の場合、名称は「個人事業主」と記入します。

※住所は補助事業の主たる事務所の所在地を記入します。その所在地が本社で

ない場合は、（）付きで本社の住所を記入します。

平成２１年度新事業活動促進支援補助金（新連携支援事業）計画書

（連携体構築支援事業）

新事業活動促進支援補助金（新連携支援事業）の交付を受けたいので、下記の書類を添えて提出します。

記

１．補助事業計画書（別紙１のとおり）

２．経費明細表（別紙２のとおり）

３．株主等一覧表（別紙３のとおり）

４．経営状況表（別紙４のとおり）

５．過去２年間の貸借対照表、損益計算書

６．会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット

※株主等一覧表については、別紙１記載者のうち全中小企業者分を添付してください。

※経営状況表、過去２年間の貸借対照表、損益計算書については、補助事業者分のみを添付してください。
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別紙１

補 助 事 業 計 画 書

（事業区分：連携体構築支援事業）

１．補助事業者の概要

名 称：Ａ工業株式会社

代表者名及び役職名：代表取締役 ○○○○

住 所：東京都千代田区○○○１－３－３ 

電話番号：○○－○○○○－○○○○

FAX番号：○○－○○○○－○○○○

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

連絡者名及び役職名：○○部長 ○○○○

資本金

出資金
１０，０００千円 従業員 １００人

業種

（形態）
金属工作機械製造業

設立年月日
昭和○○年４月１日 

直近２年間分の財務データ（売上高、経常利益、自己資本）

（注）添付する貸借対照表、損益計算書と数字が整合しているか確認してください。

売上高（千円） 経常利益（千円） 自己資本（千円）

１８年度 ○○○○ ○○○○ ○○○○

１９年度 ○○○○ ○○○○ ○○○○

２．補助金の交付を受けた実績（過去５年間の実績）及び本実施テーマに関わる内容で当該年度の他の補

助金への申請（予定を含む）状況

・平成１６年度創造技術研究開発事業 ２，０００万円

研究テーマ：○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究

３．実施テーマ

○○○○○○○○を活用した○○○○○○○の構築

４．新連携事業の概要（連携して行う事業の概要を記載）

（１）新事業活動の内容

（２）市場ニーズ

（３）市場規模

（４）競合する事業者、事業分野等との比較・相違点

（５）需要の開拓の規模

※事業の概要について、「（５）需要の開拓の規模」が妥当であることが示せるよう、（１）の新事

業の内容から（４）の競合にまで、それぞれの見出しの下に記入してください。

必要に応じ、欄の枠は下げてください。
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（６）事業概要図（ⅰ名称、ⅱ持ち寄る能力・技術等、ⅲ連携体での役割を構成図で記載）

※コア企業とは、代表者のこと。

５．連携参加者

中小企業者（申請者を含む） 

①名称、②住所、③代表者名 ④資本金、⑤従業員数、⑥業種、⑦持ち寄る能力・技術等

、⑧連携体での役割

１ ①Ａ工業株式会社

②東京都千代田区○○○１－３－３ 

③○○○○

※連携体の代表者を含め、全中小企業

者について記入してください。

④１０，０００千円、⑤１００人、⑥金属工作機械製造業

、⑦○○○○成型法によるプレス技術（特許所有）、⑧工

程管理及びプレス加工

２ ①Ｂ金属株式会社

②○○○○○○○○

③○○○○

④○○千円、⑤○○人、⑥○○○○業、⑦○○の切削加工

技術、⑧技術提供

３ ①Ｃシステム株式会社

②○○○○○○○○

③○○○○

④○○千円、⑤○○人、⑥○○○○業、⑦○○システムの

設計、⑧システムの設計

４

５

C システム㈱

・○○システムの設計

技術提供

㈱Ｃ農業

･高品質小麦の栽培

･小麦の安定的生産手法

販路開拓

連携参加者を枠で囲う 

Ｂ金属㈱

・○○の切削加工技術

技術提供

持ちよる能力・

技術等を記載

名称を記載

連携体での

役割を記載

Ｆ技術センター

・実証試験

・製品評価

技術支援

Ｇ大学

・○○装置の実証試験

・○○技術の指導

技術支援

システム設計

工程管理及び

プレス加工
コア企業：Ａ工業㈱

・○○成型法によるプレ

ス技術（特許所有）

Ｅ大学

・○○技術の指導
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連携参加者のうち大企業者・協力者

①名称、②住所、③代表者名 ④資本金、⑤従業員数、⑥業種、⑦持ち寄る能力・技術等

、⑧連携体での役割

１ ①Ｄ商事株式会社

②○○○○○○○○

③○○○○

※大企業者は補助対象となりませんが

、計画上参加が必要な者については記

入してください。

④○○千円、⑤○○人、⑥○○○○業、⑦市場調査、販売

、⑧販路開拓

※⑥業種については、日本標準産業分類の細分類（４桁の

数字で表される業種区分）に基づき記入してください。

（日本産業標準分類は

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htmをご覧くだ

さい。）

２ ①Ｅ大学

②○○○○○○○○

③○○○○

⑦○○技術の指導、⑧技術提供

３

（注）大企業者とは、本事業を共同で行う中小企業者以外の事業者。

協力者とは、本事業の実施に協力する大学その他の研究機関、独立行政法人、特定非営利活動法人

（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人をい

う。）及びその他の者。 

６．具体的事業内容（連携体構築支援事業として行う具体的事業内容を記載）

７．事業の必要性（連携事業を実施するにあたり、当該補助金の必要性を記載）

８．当該年度事業実施スケジュール（実施内容及び実施時期を記載）

９．連携事業についてのこれまでの取り組み（本補助事業に申請するまでの経緯等を記載）
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別紙２

経 費 明 細 表

①経費配分内訳

（単位：円） 

事業

区分

経費

区分

補助事業に

要する経費

補助対象経費 補助金交付

申請額

積算基礎

連携体構築支

援事業

謝金

旅費

事業費

700,000

315,000

1,231,600

700,000

299,998

1,172,947

466,666

199,998

781,964

別添経費明細参照

別添経費明細参照

別添経費明細参照

合 計 2,246,600 2,172,945 1,448,628

（注１）「事業区分」とは、連携体構築支援事業をいう。

（注２）「経費区分」とは、謝金、旅費、事業費、その他の経費をいう。

（注３）「補助事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するに必要な経費をいう。

（注４）「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうちで、補助対象となる経費をいう。

（注５）「補助金交付申請額」とは、「補助対象経費」のうちで補助金の交付を希望する額で、その限度は、

「補助対象経費」に補助率を乗じた額になる。

（注６）積算基礎は、必要に応じて内容が分かる書面を添付するなど詳細に記入すること。



- 24 -

②資金調達内訳

区 分 補 助事業 に要す る経費 ( 円 ) 資 金の調 達先

自 己 資 金 2,388,308

借 入 金 2,000,000 ○○銀行○○支店

補 助 金 1,448,628

そ の 他

合 計 額 5,836,936

③補助金相当額の手当方法

区 分 補助金相当額（円） 資金の調達先

自 己 資 金 448,628

借 入 金 1,000,000 ○○銀行○○支店

そ の 他

合 計 額 1,448,628

（注）補助金の支払は、原則として補助事業終了後の精算払いとなりますので、補助事業実施期間中、補助

金相当分の資金を確保する必要があります。

④補助事業の経理担当者の役職名・氏名

経理部長 ○○ ○○
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別紙２の添付資料（連携体構築支援事業）

連携体構築支援事業 （単位：円）

単位

（円） （円） （円） （円）

連携体構築委員・○○大学
教授謝金

@\40,000/
日×１日

5 回 40,000 200,000 200,000

連携構築に関する指導専
門家

@\50,000/
日×１日

10 回 50,000 500,000 500,000

合 計 700,000 700,000 466,666

塩尻（○○大学）～東京(往
復：ＪＲ在来線・新幹線指
定席利用）

@\15,000/
日×１名

5 15,000 75,000 71,428

新潟～東京（往復：ＪＲ普
通車指定席利用）

@\12,000/
日×１名

10 12,000 120,000 114,285

連携体構築委員会および
打合せ会議
東京～静岡（往復：ＪＲ普
通車指定席利用）

@\12,000/
日×延べ１
２名

12 10,000 120,000 114,285

合 計 315,000 299,998 199,998

連携体構築委員会および
一部の打合せ会議におけ
るお茶代

8 回 200 1,600 1,523

打合せ会議室借料
○○公民館

2 回 6,000 12,000 11,428

宅配便発送料（規約の発
送）

1 回 1,500 1,500 1,428

宅配便発送料（資料の発
送）

1 回 1,500 1,500 1,428

規約作成のための検討資
料印刷用紙（連携企業７社
×５００枚分）

7 社分 1,000 7,000 6,666

規約作成のための検討資
料印刷

7 社分 10,000 70,000 66,666

○○業界最新動向資料
（上下巻）

@\50,000 2 冊 50,000 100,000 95,238

連携事業PRパンフレット作
成費（ビジネスフェア配布
用）

100 枚 300 30,000 28,571

連携事業戦略コンサルタン
ト委託費

1 式 500,000 500,000 476,190

○○業界市場規模調査
＊＊業界市場規模調査

2 件 150,000 300,000 285,714

連携構築
費

契約締結
費

弁護士費用一式 1 式 200,000 200,000 190,476

規約作成事務補助 10 時間 800 8,000 7,619

合 計 1,231,600 1,172,947 781,964

その他の経
費（④）

上記以外

合 計 0 0 0

総合計（①＋②＋③＋④） 2,246,600 2,172,945 1,448,628

広報費

コンサルタント費

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査費

謝金

旅費

消耗品費

印刷製本費

資料購入費

会議費

摘要内容

通信運搬費

備考

謝金（①）

数量
単価

補助事業に
要する経費

補助対象経費
経費区分 詳細

旅費（②）

事業費（③）

補助金
交付申請額

会場借料

雑役務費

（注）補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して申請する場合の記載例
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別紙３

株 主 等 一 覧 表

（平成○○年○○月○○日現在）

会社名 ○○○○株式会社

（株 主 等）  

株主名

出資者名 

住 所 持株数

出資価額

比 率 備 考

○○○○ ○○県○○市○○ ○－○ 17,700 22.1 資本金49,000千円

従業員9名

×××× ○○府○○市○○○○○－○ 17,020 21.2

□□□□ ○○府△△市○○○○－○ 10,530 13.1

□△△△ ○○都○○区○○○○○－○○ 10,000 12.5 ○銀ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ

○×□△ ○○県○○市△△町○○－○ 5,900 7.3

△△△△ ○○都○○区○○○○－○○ 5,900 7.3 資本金400,000千円

従業員30名

×○△□ ○○県○○市○○－○ 5,790 7.2

△□○× ○○県○○○ ○○○○ 5,790 7.2

総株数（総出資価額）：７８，６３０株

（注１）株主、出資者が法人の場合は、備考欄にその法人の資本金又は出資金（千円）及び従業員数を記入

してください。

（注２）比率は、小数点第２位を四捨五入して小数点第１位まで記入してください。

（役  員）  

役 職 名 氏 名 住 所 備 考

代表取締役社長 ○△△△ ○○県○○市○○町○○－○○

代表取締役専務 ×□×□ ○○県○○市○○－○○

常務取締役 □○○□ ○○府○○市○○○－○ 

取締役 ××○○ ○○都○○区○○○○－○○ 株式会社△△△

資本金400,000千円

従業員30名

経営企画課長

監査役 △△○× ○○県○○○市○－○ 

（注）他社の役員又は職員を兼務している場合は、備考欄にその会社名、資本金又は出資金（千円）、従業

員数及びその会社での役職名を記入してください。
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別紙４

経 営 状 況 表

会社名 ○○○○株式会社

（ 単位： 千円）

期 別

項 目

第 ○○ 期

○ 年 ○ 月 ○○ 日から

○ 年 ○ 月 ○○ 日

第 ○○ 期

○ 年 ○ 月 ○○ 日から

○ 年 ○ 月 ○○ 日

売 上 高 Ａ １,６４０,３８２ １,８６１,４１２

経 常 利 益 Ｂ ５４,２１２ ２２,１４９

総 資 本 Ｃ ８６８,７０６ ９１５,７０９

自 己 資 本 Ｄ ２７８,５０７ ２８０,３９６

流 動 資 産 Ｅ ５１９,５３０ ５５８,７４３

流 動 負 債 Ｆ ３９５,９４９ ４２６,８６３

総 資 本 経 常 利 益 率

Ｂ／ Ｃ×１ ００

６.２ ２.４

売 上 高 経 常 利 益 率

Ｂ／ Ａ×１ ００

３.３ １.２

自 己 資 本 比 率

Ｄ／ Ｃ×１ ００

３２.１ ３０.６

流 動 比 率

Ｅ／ Ｆ×１ ００

１３１.２ １３０.９

（注１）本資料は、過去２期又は３期（決算期間が１年であるときは２期、半年であるときは３期としま

す。）の財務諸表により作成してください。

（注２）金額は、百円の位を四捨五入して千円単位で記入してください。率は、小数点第２位を四捨五入し

て小数点第１位まで記入してください。

（注３）貸借対照表、損益計算書を添付してください。

（注４）現在事業を営んでいない、設立間もない等の理由により上記の貸借対照表等財務諸表作成が困難な

場合は、事前に各経済産業局に相談してください。


